
新たな保育の仕組み
(｢サービス保障の強化等＋財源確保｣案)

市場原理に基づく

直接契約・バウチャー方式

現行制度維持
（｢運用改善＋財源確保｣案）

○ 個人に一定額のバウチャーの受給権を付与｡○ 客観的に必要性が判断された者に、受給権を例外な
く付与。

○ 市町村に保育の費用の給付義務や、地域の提供基盤
の整備計画等を通じた提供体制整備責任や利用支援
（利用調整等）からなる実施責任を課す。

○ 現行制度維持(市町村による｢保育の実施義務｣
の履行を通じた保障)

○ 現行の「保育の実施義務」に関する例外規定
（付近に保育所がない等やむを得ない場合は、
その他適切な措置で足りる）については、より
厳格な運用を行うよう市町村に周知徹底。

※ 過去、市町村の事業で同化･定着したものは、
一般財源化される傾向

(1)利用保障の

基本的仕組み

【想定される課題】
● 市町村の判断に委ねる仕組みを維持する

以上、より厳格な運用を求めても、厳しい
市町村財政の中、自ずと限界がある。（長
期にわたり、市町村の努力が続けられてき
た結果として、待機児童の解消に至らない
現状）

【想定される課題】
● これまで抑制されてきた潜在的な保育需

要が顕在化するため、財源確保が必要。

【想定される課題】
● バウチャー額が不十分であれば、多額

の自己負担を上乗せしなければ利用でき
ず、女性の労働市場参加が十分進まない
（いわば価格により需給調整が図られ
る）。

● 一方、十分な額のバウチャーを支給し
ようとすれば、財源確保が必要。

２ 保育の提供の仕組み

○ 利用者が、一定額のバウチャーに自己負担を
上乗せし、市中の事業者と直接契約。【市場原
理の直接契約】

○ 市町村－利用者、市町村－保育所の間の関係・適切
な関与に加え、利用者が保育所と受給権に基づく公
的契約を結び、より向合う関係に。【新たな三者関
係】

※ 利用者の保育所への申込み手続や、保育所の募集・
選考等の円滑・公平な実施のため、市町村の関与や、
第三者も含めたコーディネート等の仕組みについて
さらに検討。

○ 市町村－利用者、市町村－保育所の間に契約関
係があり、利用者と保育所の間には契約関係な
し））【現行制度維持】

(2)利用方式

【想定される課題】
● 保護者と保育所が協働して機動的により

良い保育を目指していく関係になりにくい
(保育所においてニーズに即応した対応が
しづらいという声もある。)

● 今後の需要動向が個別の保育所に伝わり
にくいなど、供給増が適切になされにくい。

【想定される課題】
● 保育の必要性が高い子どもの利用が確保

されないおそれ

● 需要が供給を上回る地域において、利用
者の申込みや、事業者の募集・選考におけ
る混乱が生じるおそれ

○ 利用者の申込み手続や、事業者の募集・選考等の円
滑・公平な実施のため、市町村の一定の関与（利用
調整等）や、第三者によるコーディネートの仕組み
について、さらに検討。

－

－

（現行制度を維持）

(3) 利用者の手続

負担や保育所の
事務負担に対す
る配慮
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